
　

担当部署 契約名称 契約の相手方 契約締結日
契約金額
(税込額)

契約の概要

人権政策課 啓発物品購入
社会福祉法人サンテラス福
祉会　福間サンテラス

R7.5.26 R7.5.27 ～ R7.11.28 100,000 円 啓発物品の啓発

うみがめ課 勝浦海岸ごみ分別業務委託
社会福祉法人水光福祉会
就労支援センターほほえみ

R8.1.27 R8.1.28 ～ R7.12.31 41,492 円 ごみの分別作業

うみがめ課 恋の浦海岸漂着ごみ搬出業務
社会福祉法人水光福祉会
就労支援センターほほえみ

R8.1.26 R8.1.27 ～ R8.3.31 43,718 円 漂着ごみの解体と搬出

文化財課 新原・奴山古墳群展望所公衆便所清掃業務 社会福祉法人玄洋会 R7.4.1 R7.4.1 ～ R8.3.31 574,120 円
展望所トイレ清掃、トイレットペー
パー補充、１日１回、週６日実施

文化財課
津屋崎古墳群清掃作業業務（新原・奴山古墳
群展望所駐車場）

社会福祉法人玄洋会 R7.5.15 R7.5.16 ～ R8.3.31 120,000 円
新原・奴山古墳群展望所駐車場での
除草作業及びゴミ片付け等

【令和７年度分】地方自治法施行令第167条の2（または地方公営企業法施行令第21条の13）第1項第3号に基づく随意契約の締結結果について

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約について、福津市財務規則第132条の2第2号の規定に基づき次のとおり公表します。

　【契約の相手方の選定基準】
　　　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に
　　規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業（同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行
　　支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設もしくは小規模作業所（障害者基本法（昭和45年法律第84号）
　　第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。）
　　である者。

契約期間
(始期)　　　　(終期)

1/1 （障害者支援施設等）


